
北朝鮮による中距離弾道ミサイル等発射時の対応について 

  

１ 生徒が在校中の場合 

   ミサイル発射後またはＪアラート（第１報）が発信された後、政府等からの情報で安全が確保

できるまで、同政府等からの対応指針（裏面：以下「対応指針」という）に従い、速やかに避難

行動の指示を行い、校舎内の安全な場所で待機します。 

 

２ 生徒が登下校中の場合 

 （１）公共交通機関で通学している生徒は、各自、運行状況を把握しながら対応指針に従い行動し

てください。なお、乗車中は公共交通機関の指示に従ってください。 

 （２）保護者が直接送迎している場合は、情報を確認しながら安全を確保してください。 

  ※ 所在確認の必要から、遅刻、欠席等の連絡を必ず本校にお願いします。 

※  授業実施の有無については、学校ホームページへ掲載しお知らせします。 

 

３ 休日の部活動中の場合 

   顧問が「１ 生徒が在校中の場合」に準じて対応します。 

 

４ 学校外（家庭、外出先）にいる場合 

   スマートフォン、テレビ、ラジオ、Ｊアラートや防災行政無線等からの緊急情報を活用して、

対応指針に従い行動してください。 

 

５ Ｊアラート（第２報）が発信された場合 

 （１）危険がないことの情報が発信された場合 

    弾道ミサイル落下時の行動は解除されます。その際は、登下校も含め、通常の学校生活に戻

ります。 

 （２）危険が継続することの情報が発信された場合 

    弾道ミサイル落下時の行動は継続し、安全確保を行います。 

  ※  学校ホームページで随時お知らせします。 

 

６ その他 

   万が一に備え、各自対応、確認できるよう別紙「対応指針」を各自携行するよう指導願います。 

 

（参考） 

（１）内閣官房国民保護ポータルサイト  www.kokuminhogo.go.jp 

（２）福島県危機管理課  www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a 
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